
令和２年４月１７日 

                         かつらぎ町教育委員会 

 
保護者の皆様へ【登園自粛（お願い）期間の延長について】 

                             

平素より教育・保育行政にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて、過日、４月２６日までの登園自粛をお願いしたところですが、県内の感染者数の

増加に加え、橋本保健所管内で新たに感染者が確認されるなど、依然として予断を許さな

い状況にあります。 

これらのことから、対策本部会議において検討・協議の結果、隣接市町や大阪府の状況

等を踏まえ、学校の臨時休業を５月６日まで延長することを決定いたしました。 

ついては、幼稚園の登園自粛期間につきましても、５月６日まで延長させていただきま

すので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

今回のお願いは、ご家庭での保育が可能な方を対象とするものであり、保護者の就労等

により幼稚園の利用が必要な方の登園自粛を一律にお願いするものではありません。 

 

※なお、今後の感染拡大状況等により変更することがありますので、ご了承ください。 

 

記 

 

１． 登園自粛をお願いする期間の延長 

     令和２年５月６日（水）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

【問合せ先】 かつらぎ町教育委員会 

 教育総務課 子育て係 

                             TEL ０７３６-２２-０３０３ 

 


